
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャンバー内に設けられ、供給される電力によって加熱され、内部に収納された蒸着材
料に熱を伝達し、内部で生成された蒸着材料の蒸気を噴射させて基板表面に蒸着膜を形成
する有機電界発光膜蒸着用蒸着源において、
　

からなる容器と、
　 前記容器内に収容された蒸着材料 熱を供給する
加熱手段と、
　

　
移動手段と、を含み、

　

移動することを特徴とする有機電界発光膜蒸着用蒸着源。
【請求項２】
　

を作動させる制御手段を、
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底部材、該底部材の周縁上に立設する側壁、及び該側壁に沿って上下移動可能に配置さ
れ、蒸気放出開口を有する上部プレート

前記上部プレートに設けられ、 の表面に

前記上部プレートに設けられ、前記蒸着材料表面との間隔に関する信号を発生する検知
手段と、

前記検知手段の信号に応じて前記上部プレートを上下移動させ、該上部プレートと前記
蒸着材料表面との間の間隔を一定に維持させる

前記側壁の内面には、上下方向に複数の溝が形成され、これに対応する前記上部プレー
トの外面には、前記側壁の前記各溝に収容され得る大きさの複数の突起部が形成され、前
記上部プレートの上下移動のときに、上部プレートの前記各突起部が前記側壁の前記各溝
に沿って

前記上部プレートと前記蒸着材料表面との間の間隔が設定された間隔よりも大きい場合
、前記上部プレートを下向きに移動するように前記移動手段 さ



含む請求項１に記載の有機電界発光膜蒸着用蒸着源。
【請求項３】
　 前記上部プレートに形成され 記蒸気放出開口を通じて噴射される
前記蒸着材料の蒸気流れに影響を与えない

請求項 に記載の有機電界発光膜蒸着用蒸着源。
【請求項４】
　

　

　

　

　

　

。
【請求項５】
　

。
【請求項６】
　　

。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機電界発光膜蒸着のための蒸着源（ deposition source）に関する。より詳
細には、蒸着材料の厚さの変化に伴う加熱手段（または基板）と蒸着材料との間の間隔の
増大を補償することによって、基板の全表面に均一な電界発光膜を形成せしめる有機電界
発光膜蒸着用蒸着源に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　低分子有機電界発光素子の製造工程の一つである真空蒸着工程（熱的物理気相成長工程
）は、熱によって気化された蒸着材料（有機物）を、ハウジング内に固定された基板表面
に蒸着して電界発光膜を形成する技術であり、この蒸着工程で蒸着材料はコンテナー（蒸
着源）内に収容され、気化温度まで加熱される。蒸着材料の蒸気は、蒸着材料が収容され
た蒸着源の外へ移動した後、コーティングされる基板上で凝縮する。このような蒸着工程
は、気化される蒸着材料を収容する蒸着源及び蒸着蒸気が蒸着される基板を使用して、１
０ - 7ないし１０ - 2トル（ Torr）範囲の圧力状態で行われる。
【０００３】
　一般に、蒸着材料を収容する蒸着源は、電流が壁（部材）を通過すると温度が上昇する
電気抵抗材料で作られる。蒸着源に電流が通電されると、その内部の蒸着材料は蒸着源の
壁からの放射熱及び壁との接触による伝導熱によって加熱される。典型的には、蒸着源は
上部に開口が形成されたボックス型であり、この開口によって基板に向けた蒸気の放出（
流出）が可能になる。
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らに

前記移動手段は、 た前
ように、前記蒸気放出開口と対応しない外側に

設けられたシリンダーである １

チャンバー内に設けられ、供給される電力によって加熱され、内部に収容された蒸着材
料に熱を伝達し、内部で生成された蒸着材料の蒸気を噴射させて基板表面に蒸着膜を形成
する有機電界発光膜蒸着用蒸着源において、

蒸気放出開口が形成された上部プレート、該上部プレートの周縁上に立設する側壁、及
び該側壁に沿って上下移動可能に配置される底部材からなる容器と、

前記上部プレートに設けられ、前記容器内に収容された蒸着材料の表面に熱を供給する
加熱手段と、

前記上部プレートに設けられ、前記蒸着材料表面との間隔に関する信号を発生する検知
手段と、

前記検知手段の信号に応じて前記底部材を上下移動させ、前記上部プレートと前記蒸着
材料表面との間の間隔を一定に維持させる移動手段と、を含み、

前記側壁の内面には、上下方向に複数の溝が形成され、これに対応する前記底部材の外
面には、前記側壁の前記各溝に収容され得る大きさの複数の突起部が形成され、前記底部
材の上下移動のときに、底部材の前記各突起部が前記側壁の前記各溝に沿って移動するこ
とを特徴とする有機電界発光膜蒸着用蒸着源

前記上部プレートと前記蒸着材料表面との間の間隔が設定された間隔よりも大きい場合
、前記底部材を上向きに移動するように前記移動手段を作動させる制御手段を、さらに含
む請求項４に記載の有機電界発光膜蒸着用蒸着源

前記検知手段は、光センサーである請求項１または請求項４に記載の有機電界発光膜
蒸着用蒸着源



【０００４】
　蒸着源は、例えば、低温有機物、金属、または高温無機化合物などの広範な材料を含む
下地層への蒸着のために使用されてきた。一般に、有機層の蒸着において、出発材料（ st
arting material）は粉末である。この有機粉末は、この種の蒸着によるコーティングに
対していくつかの不利な点を有するものと認識されてきた。まず、多くの有機物は比較的
弱く結合した比較的複雑な化合物（高分子量）であるので、気化工程の間に分解を防止す
るためには細心の注意を払わなければならない。次に、粉末形態では、気化されない電界
発光材料の粒子が発生する場合があり、この粒子は蒸気と共に蒸着源から放出され、基板
上に望ましくない塊（ lump）として堆積される。一般に、このような塊は、微粒子または
基板上に形成された層内への微粒子混入とも呼ばれている。
【０００５】
　さらに悪いことには、粉末形態は、吸着された水分または揮発性有機物を保持すること
ができる非常に広い表面積を持っており、加熱の間にその揮発性有機物が解離し、それに
よって、蒸着源から外方の基板に向けてガス及び微粒子が放出される可能性がある。同様
の考察は、気化前に溶融され、基板表面に噴出される液滴が形成される材料にも当てはま
る。
【０００６】
　このような望ましくない粒子または液滴が、製品、特に電子または光学製品に規格外の
欠陥を生じさせ、暗いスポット（ spots）が画像内に現れるか、短絡（ short）または開路
（ open）によって電子装置内で不良が発生することもある。
【０００７】
　このような有機粉末をより均一に加熱し、かつ微粒子または液滴のバーストが基板に到
達することを防止するための有機物蒸着装置が提案されており、また蒸気を確実に射出す

めに、蒸着材料と蒸気放出開口と間の複雑な遮蔽板構造に対する数多くの設計が提案
されている。
【０００８】
　図１は、上述したような機能を持つ一般的な蒸着装置の内部構成を図示した概略的な断
面図であり、蒸着装置の真空チャンバー１３内部に設けられた蒸着源１０及び蒸着源１０
上に配置された基板１２を図示している。有機電界発光膜が蒸着される基板１２は、チャ
ンバー１３の上部プレート１３－１に取付けられ、蒸着材料（有機物）が収容されている
蒸着源１０は、チャンバー１３の底部材１３－２に固定された熱絶縁構造体１４上に設け
られている。
【０００９】
　図２ａは、図１に図示された蒸着源１０の内部構成を図示した断面図であり、蒸着源１
０内には蒸着材料２０（有機物）の蒸気に含まれる微粒子または滴が蒸着源１０の上部プ
レート１１Ａに形成された蒸気放出開口１１Ｃを通じて直接放出されるのを防止するため
に、遮蔽板（ baffle）１１Ｂが設けられていることを図示している。遮蔽板１１Ｂは、上
部プレート１１Ａに形成された蒸気放出開口１１Ｃに対応し、蒸着源１０の上部プレート
１１Ａに固定された多数の支持ロッド１１Ｂ－１に固定され、上部プレート１１Ａから離
れた状態を維持するものである。
【００１０】
　このような構造を持つ蒸着源１０を利用した蒸着装置は、蒸着源１０の側壁１１Ｄから
離れた中央部分にある蒸着材料２０に熱を供給するため、上部プレート１１Ａの上部（ま
たは下部）にヒーター即ち加熱手段を有するか、または上部プレート１１Ａがヒーターを
有するように構成されている。従って、側壁１１Ｄで発生された熱と共に上部プレート１
１Ａからの熱が直接的に蒸着材料２０に伝達されることによって、蒸着材料２０が加熱、
気化される。気化された蒸着材料２０の蒸気は、遮蔽板１１Ｂの表面に沿って移動し、上
部プレート１１Ａの蒸気放出開口１１Ｃを通じて放出された後、基板（図１の１２）の表
面に蒸着される。
【００１１】
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るた



　図２ｂは、一定時間蒸着工程が実施された後の、図１に図示された蒸着源の上部プレー
トと蒸着材料との間の間隔変化を図示した断面図であり、上部プレート１１Ａと蒸着材料
２０の表面との間の間隔が増大した状態を図示している。
【００１２】
　上述したように、蒸着源１０内に収容された蒸着材料２０は、蒸着工程が進むにつれて
加熱及び気化作用によってその量が徐々に減少し、これによりその厚さも減少する。従っ
て、蒸着材料２０の表面と上部プレート１１Ａの初期間隔（図２ａの“Ａ”）は、一定時
間が経過した後、顕著に増大（図２ｂの“ａ”）する。
【００１３】
　このような上部プレート１１Ａと蒸着材料２０表面との間の間隔の増大によって熱伝達
経路が増大し、初期設定された蒸着速度（即ち、蒸着材料２０の気化速度）が低下するこ
とになる。従って、初期設定された蒸着速度を維持するためには、蒸着材料２０を加熱す
るヒーターとして作用する上部プレート１１Ａの温度上昇が求められる。
【００１４】
　特に、蒸着工程が進むにつれて上部プレート１１Ａと蒸着材料２０表面との間の間隔は
増大する。この状態では、上部プレート１１Ａで発生した熱が蒸着材料２０に十分に到達
できなくなり、たとえ蒸着源１０の側壁１１ Dにより発生される熱が供給されても、中心
部にある蒸着材料２０は気化されない。その結果、蒸着材料２０の投入量が多い場合（即
ち、蒸着材料２０の厚さが厚い場合）、全ての蒸着材料の気化を期待することは難しくな
る。
【００１５】
　また、蒸着膜の均一性（ uniformity）と直接的な関係のある基板１２と蒸着材料２０と
の間の間隔もやはり増大してしまい、時間経過に伴う蒸着特性の変化が発生することにな
る。
【００１６】
　低分子有機電界発光素子の材料には、熱に対して不安定な有機物が多量に含まれ、蒸着
工程中に過度な放射熱にさらされると、分解または材料特性の変化を招いて材料の特性低
下という問題が生じる。さらに、蒸着工程は高真空条件下で行われるため、新たに蒸着材
料を供給して消耗分を補充するために、チャンバーを冷却し、真空圧を逃がし、そして再
び真空化する追加の各工程が求められ、このような追加工程によって処理時間の損失が生
じる。
【００１７】
　このような問題を解決するために、より多量の蒸着材料を蒸着源に一度に供給しながら
、初期の蒸着特性（例えば、蒸着材料の気化速度等）を常に一定に維持することが好まし
い。
【００１８】
　一方、図２ａ及び図２ｂに図示された構造を持つ蒸着源１０では、側壁１１Ｄが発熱体
（例えば、外壁１１Ｄの周りに加熱コイルが巻かれた構造）として作用することになる。
しかし、図１に図示されたように、蒸着源１０の側壁１１Ｄは外部に露出しており、側壁
１１Ｄで発生された全ての熱が蒸着材料２０に伝達されず、その一部は外部へ放射される
ため、熱効率が低下する。
【００１９】
　さらに、前述したように、蒸着工程が進むにつれて蒸着源１０内に供給された蒸着材料
２０が消耗し、これにより蒸着材料２０の厚さが減少する。従って、蒸着材料２０が存在
しない部分に対応する側壁１１Ｄからも熱が発生し、この熱は蒸着材料２０に直接的に伝
達されないため、エネルギー浪費の一因となる。
【００２０】
　蒸着源１０の他の問題点は、蒸着源１０の下部に置かれた蒸着材料２０、即ち底部材１
１Ｅの表面に隣接する蒸着材料２０には、上部プレート１１ A及び側壁１１Ｄで発生され
た熱が十分に伝達されないという点である。この結果、全蒸着材料２０に亘る加熱及び気
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化は行われず、詳しくは、蒸着源１０内での位置に応じて各蒸着材料２０に温度差（即ち
、蒸着源１０内に温度勾配）が発生する。それによって、基板上に均一な蒸着膜を形成す
ることが困難になる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　本発明は、前記従来の蒸着工程が進むにつれて現れる、蒸着源の上部プレート（加熱手
段）と蒸着源内に供給された蒸着材料表面との間の間隔の増大による問題を解決するため
に創作されたもので、その目的は、蒸着工程において、蒸着材料の消耗に伴う蒸着材料の
厚さの減少によって発生する、加熱手段と蒸着材料表面との間の間隔変化を補償し得る蒸
着源を提供することにある。
【００２２】
　本発明の他の目的は、断熱機能を付加して、加熱手段で発生された熱が外部に流出する
ことを防止することによって、熱効率を向上せしめる蒸着源を提供することにある。
【００２３】
　本発明の他の目的は、蒸着源の底部材に隣接した蒸着材料にも熱を供給することによっ
て、全蒸着材料を效率的に利用しかつ温度変化の要因を最小化して、均一な蒸着膜を得る
ことができる有機電界発光膜形成のための蒸着源を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　前記課題を解決するために、本発明に係る蒸着源は、

　

移動することを特徴とする。
【００２５】
　また、前記蒸着源において、

作動させる制御手 さらに含むことを特徴とする。
【００２６】
　本発明に係る他の形態の蒸着源は、

　

【００２７】
　また、前記蒸着源において、

10

20

30

40

50

(5) JP 3924751 B2 2007.6.6

底部材、該底部材の周縁上に立設
する側壁、及び該側壁に沿って上下移動可能に配置され、蒸気放出開口を有する上部プレ
ートからなる容器と、前記上部プレートに設けられ、前記容器内に収容された蒸着材料の
表面に熱を供給する加熱手段と、前記上部プレートに設けられ、前記蒸着材料表面との間
隔に関する信号を発生する検知手段と、前記検知手段の信号に応じて前記上部プレートを
上下移動させ、該上部プレートと前記蒸着材料表面との間の間隔を一定に維持させる移動
手段と、を含み、

前記側壁の内面には、上下方向に複数の溝が形成され、これに対応する前記上部プレー
トの外面には、前記側壁の前記各溝に収容され得る大きさの複数の突起部が形成され、前
記上部プレートの上下移動のときに、上部プレートの前記各突起部が前記側壁の前記各溝
に沿って

前記上部プレートと前記蒸着材料表面との間の間隔が設定
された間隔よりも大きい場合、前記上部プレートを下向きに移動するように前記移動手段
を 段を

蒸気放出開口が形成された上部プレート、該上部プ
レートの周縁上に立設する側壁、及び該側壁に沿って上下移動可能に配置される底部材か
らなる容器と、前記上部プレートに設けられ、前記容器内に収容された蒸着材料の表面に
熱を供給する加熱手段と、前記上部プレートに設けられ、前記蒸着材料表面との間隔に関
する信号を発生する検知手段と、前記検知手段の信号に応じて前記底部材を上下移動させ
、前記上部プレートと前記蒸着材料表面との間の間隔を一定に維持させる移動手段と、を
含み、

前記側壁の内面には、上下方向に複数の溝が形成され、これに対応する前記底部材の外
面には、前記側壁の前記各溝に収容され得る大きさの複数の突起部が形成され、前記底部
材の上下移動のときに、底部材の前記各突起部が前記側壁の前記各溝に沿って移動するこ
とを特徴とする。

前記上部プレートと前記蒸着材料表面との間の間隔が設定
された間隔よりも大きい場合、前記底部材を上向きに移動するように前記移動手段を作動



ことを特徴とする。
【００２８】
　本発明に係る他の形態の蒸着源は、 ことを特徴とす
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明に係る各実施形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。
＜第１の実施形態＞
　図３ａは本発明の第１の実施形態における蒸着源の断面図である。本実施形態における
蒸着源１００は、上部プレート１０１、側壁１０２、及び底部材１０３からなる容器であ
り、その内部には、有機電界発光素子の固体蒸着材料（以下、“蒸着材料”と称する）２
０が収容されている。上部プレート１０１には、気化された蒸着材料の蒸気を蒸着源１０
０から放出するための蒸気放出開口１０１Ａ（以下、便宜上“開口”と称する）が形成さ
れ、上部プレート１０１の下面に固定された遮蔽板１０４は、開口１０１Ａに対応する。
【００３３】
　上部プレート１０１を蒸着材料２０に熱を供給するための加熱手段（ヒーター）として
作用させることも、またはその上部（または下部）に別体の加熱手段を設けることもでき
る。以下の説明では、上部プレート１０１が加熱手段として作用する場合を例に挙げて説
明する。
【００３４】
　図３ａに図示された本実施形態の最大の特徴は、蒸着源１００の上部プレート１０１を
上下移動自在に構成したことであり、このために、上部プレート１０１に上部プレート１
０１の移動のための移動手段１５１が設けられている。
【００３５】
　本実施形態において、蒸着源１００で使用される移動手段１５１は、油圧または空圧シ
リンダーであり、チャンバー（図１の１３）の側壁に固定された２個の支持ブラケット１
５４は蒸着源１００上に延在し、その端部にシリンダー１５１がそれぞれ設けられている
。各シリンダー１５１のロッド１５２は上部プレート１０１の両側にそれぞれ固定され、
これにより各シリンダー１５１は、上部プレート１０１の開口１０１Ａを通じた蒸着材料
の蒸気放出に影響を及ぼさない。
【００３６】
　一方、各シリンダー１５１は図示しない制御手段によって制御され、この制御手段は、
遮蔽板１０４の下面に設けられた検知手段１５３（例えば、光センサー）に接続され、こ
の検知手段１５３から入力される信号に応じて各シリンダー１５１を制御することができ
る。
【００３７】
　図３ｂは、図３ａの３ｂ部分の詳細図であり、蒸着源１００の側壁１０２及び側壁１０
２に沿って上下移動する上部プレート１０１の構成を部分的に図示している。側壁１０２
の内面には多数の垂直溝１０２－１が形成され、これに対応する上部プレート１０１の外
周面には、側壁１０２の各溝１０２－１に収容され得る大きさの突起部１０１－１が形成
されている。従って、上部プレート１０１の上下移動の時、上部プレート１０１の各突起
部１０１－１は側壁１０２の各溝１０２－１に沿って移動し、その結果、上部プレート１
０１は、側壁１０２に対して初期位置からずれることなく、円滑に上下移動することが可
能となる。
【００３８】
　図３ｃは、蒸着工程が終了した後の、図３ａに図示された蒸着源の上部プレートと蒸着
材料との関係を図示した断面図であり、上述のように構成された本実施形態における蒸着
源の機能を図３ａ及び図３ｃに基づいて説明する。
【００３９】
　蒸着工程が進むにつれて、蒸着源１００内に収容された蒸着材料２０は、加熱及び気化
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させる制御手段を、さらに含む

前記検知手段が、光センサーである



作用によってその量が徐々に減少し、これにより蒸着材料２０の表面と上部プレート１０
１との間の間隔が変化（増大）する。遮蔽板１０４の下面に設けられた検知手段１５３は
、このような蒸着材料２０の表面と上部プレート１０１との間の間隔変化を検知し、検知
した信号を制御手段に送信する。
【００４０】
　制御手段は、検知手段１５３から送信された信号に基づいて蒸着材料２０の表面と上部
プレート１０１との間の間隔（即ち、蒸着材料２０の表面と検知手段１５３との間の間隔
と、遮蔽板１０４の下面と上部プレート１０１との間の間隔との和）を計算し、計算され
た間隔と初期設定された間隔（値）とを比較する。その比較の結果、蒸着材料２０の表面
と上部プレート１０１との間の間隔に変化があった場合、制御手段は各シリンダー１５１
を作動させる。各シリンダー１５１が作動することによって、各シリンダー１５１のロッ
ド１５２が下方に伸び、これによりロッド１５２の先端に固定された上部プレート１０１
が側壁１０２に沿って下向きに移動する。
【００４１】
　このような上部プレート１０１の下向きの移動によって、上部プレート１０１と蒸着材
料２０の表面との間の間隔が初期設定された間隔（図３ａの“Ａ”）と同一になった時、
即ち、制御手段が検知手段１５３から送信された信号に基づいて計算した蒸着材料２０の
表面と上部プレート１０１との間の間隔が初期設定された間隔と同一になると、制御手段
は各シリンダー１５１の作動を停止させる。
【００４２】
　このような制御手段及び各シリンダー１５１による上部プレート１０１の下向きの移動
は、蒸着工程の間に継続的に実行され、蒸着材料２０が全て気化された後、制御手段は、
各シリンダー１５１のロッド１５２を図３ａに示すような初期状態に戻す。従って、蒸着
源１００の上部プレート１０１も初期位置に戻り、その後、蒸着源１００内に新たに蒸着
材料が供給される。
【００４３】
　一方、図３ａ及び図３ｃでは、検知手段である光センサー１５３が遮蔽板１０４の下面
に設置された状態を図示しているが、光センサー１５３は、蒸着工程を妨げず、かつ蒸着
材料２０の表面と上部プレート１０１との間の間隔を検知できる限り、上部プレート１０
１の下面を含む任意の位置に設けることができる。
【００４４】
＜第２の実施形態＞
　図４は、本発明の第２の実施形態における蒸着源の断面図である。本実施形態における
蒸着源２００の全体的な構成は、図３ａ及び図３ｃに図示された蒸着源１００の構成と同
一である。また、蒸着源２００の上部プレート２０１を蒸着材料２０に熱を供給するため
の加熱手段（ヒーター）として作用させることも、またはその上部（または下部）に別体
の加熱手段を設けることもできる。以下の説明では、上部プレート２０１が加熱手段とし
て作用する場合を例に挙げて説明する。
【００４５】
　本実施形態における蒸着源２００の最大の特徴は、蒸着材料２０の表面と蒸着源２００
の上部プレート２０１との間の間隔変化に応じて、蒸着源２００の底部材２０３を上下移
動自在に構成したことである。
【００４６】
　前述したように、基板（図１の１２）表面に形成される蒸着膜の均一性は、基板１２と
蒸着材料２０との間の間隔変化に依存する。図３ａに図示された第１の実施形態における
蒸着源１００では、上部プレート１０１の上下移動によって、上部プレート１０１と蒸着
材料２０との間の間隔変化を補償することはできるが、基板１２と蒸着材料２０との間の
間隔変化を調節する手段が明らかではない。このような基板１２と蒸着材料２０との間の
間隔変化を補償するために、本実施形態における蒸着源２００では、底部材２０３が側壁
２０２に沿って上下移動自在に構成されている。
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【００４７】
　上部に蒸着材料２０が置かれる底部材２０３の下部には、この底部材２０３を上下移動
させるための移動手段が設けられている。本実施形態において、蒸着源２００で使用され
る移動手段は、油圧または空圧シリンダーであり、シリンダー２５１は、図１に図示され
たチャンバー１３の底面１３－２上に設けられ、そのロッド２５２は熱絶縁構造体（図１
の１４）を貫通し、その終端が底部材２０３の下面に固定される。しかし、図４に示す構
成は一例に過ぎず、底部材２０３を上下移動させるために他の構造を持つシリンダーを設
けることも出来る。
【００４８】
　本実施形態でも、シリンダー２５１は図示しない制御手段によって制御され、制御手段
は、遮蔽板２０４の下面に設けられた検知手段２５３（例えば、光センサー）と接続され
、この検知手段２５３から入力される信号に応じてシリンダー２５１を制御するものであ
る。
【００４９】
　一方、本実施形態における蒸着源２００の側壁２０２の内面には多数の垂直溝を、側壁
２０２に沿って上下移動する底部材２０３の外周面には各溝に収容される大きさの多数の
突起部を、それぞれ形成することによって、底部材２０３は、側壁２０２に対して初期位
置からずれることなく、円滑に上下移動することが可能となる。このような構成は、突起
部が形成される部材のみが異なるだけで、図３ｂに図示された第１の実施形態における構
成と同一であるため、便宜上その説明を省略する。
【００５０】
　蒸着工程が進むにつれて、蒸着源２００内に収容された蒸着材料２０は、加熱及び気化
作用によってその量が徐々に減少し、これにより蒸着材料２０の表面と上部プレート２０
１との間の間隔は増大する（勿論、蒸着材料２０の表面と基板（図１の１２）との間の間
隔も増大し、各増大量は同一である）。遮蔽板２０４の下面に設けられた検知手段２５３
は、このような蒸着材料２０の表面と上部プレート２０１との間の間隔変化を検知し、検
知された信号を制御手段に送信する。
【００５１】
　制御手段は、検知手段２５３から送信された信号に基づいて蒸着材料２０の表面と上部
プレート２０１との間の間隔を計算し、計算された間隔と初期設定された間隔とを比較す
る。その比較の結果、蒸着材料２０の表面と上部プレート２０１との間の間隔に変化があ
った場合、制御手段は、底部材２０３の下部に設けられたシリンダー２５１を作動させて
ロッド２５１を上方に伸ばす。シリンダー２５１が作動することによって、シリンダー２
５１のロッド２５２の先端に固定された底部材２０３は、側壁２０２に沿って上向きに移
動する。
【００５２】
　このような底部材２０３の上向きの移動によって、上部プレート２０１と蒸着材料２０
表面との間の間隔が初期設定された間隔と同一になった時、即ち、制御手段が検知手段か
ら送信された信号に基づいて計算した蒸着材料２０の表面と上部プレート２０１との間の
間隔が初期設定された間隔と同一になると、制御手段はシリンダー２５１の作動を停止さ
せる。このような制御手段及びシリンダー２５１による底部材２０３の上向きの移動は、
蒸着工程の間に継続的に実行され、蒸着材料が全て気化された後、制御手段は、シリンダ
ー２５１のロッド２５２を初期状態に戻す。従って、蒸着源２００の底部材２０３も初期
位置に戻り、その後、蒸着源２００内に新たに蒸着材料が供給される。
【００５３】
　一方、図４では、検知手段である光センサー２５３が遮蔽板２０４の下面に設けられた
状態を図示しているが、光センサーは、蒸着工程を妨げず、かつ蒸着材料２０の表面と上
部プレート２０１（即ち、加熱手段）との間の間隔を検知できる限り、上部プレート２０
１の下面を含む任意の位置に設けることができる。
【００５４】
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　以上のような、第１及び第２の実施形態における蒸着源１００、２００では、蒸着工程
の間に蒸着材料２０の消耗によりその厚さに変化が生じた場合、蒸着源の上部プレート１
０１（第１の実施形態）または底部材２０３（第２の実施形態）を移動させることによっ
て、蒸着材料２０の表面と上部プレートとの間の間隔、または蒸着材料２０の表面と基板
１２との間の間隔を初期設定された間隔に維持することができる。その結果、蒸着工程の
間、蒸着材料２０に適量の熱が伝達されることによって、蒸着材料２０の気化温度を一定
に維持して最適の蒸着速度を維持することができる。
【００５５】
　特に、第２の実施形態では、上部プレート２０１と蒸着材料２０との間の間隔だけでな
く、基板と蒸着材料との間の最適間隔が常に維持されるため、均一な蒸着膜形成が可能と
なる。また、底部材２０３の表面に隣接した蒸着材料も気化することができるため、蒸着
材料の残留量を最小化できる。特に、蒸着工程前に蒸着材料が最大限に供給される場合、
全ての蒸着材料を気化することができるため、蒸着材料の補充後にチャンバー内で実施さ
れる減圧、加熱、及び冷却の各工程に伴う時間損失を最小化できる。従って、蒸着源の深
さを従来の蒸着源の深さよりも深くできるため、最大限の蒸着材料を供給することが可能
となる。
【００５６】
＜第３の実施形態＞
　図５は、本発明の第３の実施形態における蒸着源の断面図であり、本実施形態における
蒸着源３００も、やはり加熱手段として作用する上部プレート３０１、側壁３０２、及び
底部材３０３からなる。開口３０１Ａが形成され、遮蔽板３０４が固定された上部プレー
ト３０１の構成は、前述した第１及び第２の実施形態における蒸着源１００及び２００の
上部プレート１０１及び２０１と同一であるため、その説明は省略する。
【００５７】
　図５に図示された蒸着源３００の重要な特徴は、蒸着材料２０に熱を伝達するための加
熱手段である多数のコイルＣ１，Ｃ２，．．．Ｃｎが、蒸着源３００の側壁３０２の周り
に巻かれていることと、外壁３０２の外部にケーシング３５０が配置されていることであ
る。
【００５８】
　蒸着源３００の側壁３０２の周りには多数のコイルＣ１，Ｃ２，．．．Ｃｎが巻かれ、
最上端のコイルＣ１は、蒸着源３００内に収容され得る最大高さ（厚さ）の蒸着材料２０
の表面と一致し、最下端のコイルＣｎは底部材３０３の表面と一致する。各コイルＣ１，
Ｃ２，．．．Ｃｎは、電力が個別に供給されるように配置される。各コイルＣ１，Ｃ２，
．．．Ｃｎに供給される電力は制御手段（未図示）によって制御され、この制御手段は、
蒸着源３００内部に設けられた検知手段３５３（例えば、光センサー）に接続されている
。このように配置された各コイルＣ１，Ｃ２，．．．Ｃｎの機能を説明すれば次の通りで
ある。
【００５９】
　蒸着工程の初期に、蒸着源３００に最大高さで供給された蒸着材料２０の表面は、最上
端のコイルＣ１と一致し、この時点では、制御手段によって蒸着材料２０の表面と一致す
る最上端のコイルＣ１にのみ電力が供給される。従って、蒸着材料２０の上側部分は、加
熱手段として作用する上部プレート３０１で発生された熱及び最上端のコイルＣ１で発生
された熱によって加熱及び気化される。蒸着工程が進むにつれて、蒸着源３００内の蒸着
材料２０は、加熱及び気化作用によってその量が徐々に減少する（即ち、蒸着材料２０の
高さが減少する）。
【００６０】
　遮蔽板３０４の下面に設けられた検知手段３５３は、このような蒸着材料２０の高さの
変化を検知して制御手段にその信号を送信し、次に制御手段は、その信号に基づいて蒸着
材料２０の高さを計算する。制御手段は、計算された蒸着材料２０の高さに応じて各コイ
ルＣ１，Ｃ２，．．．Ｃｎに供給する電力を制御する。即ち、蒸着材料２０の高さが減少
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し、その表面が最上端コイルＣ１の下の２番目のコイルＣ２に一致すると、制御手段は最
上端のコイルＣ１に供給される電力を遮断し、２番目のコイルＣ２に電力を供給する。
【００６１】
　同様の制御を継続し、蒸着材料２０の高さが減少してその表面が最下端のコイルＣｎに
一致した場合、制御手段は、最下端のコイルＣｎにのみ電力を供給し、残りのコイルＣ１
，Ｃ２，．．．に供給する電力を遮断する。
【００６２】
　このように、蒸着が進むにつれて蒸着材料２０の高さが変化しても、電力が供給される
１つのコイルを、蒸着材料２０の上部プレート３０１で発生された熱が伝達される部分に
常に対応させることによって、加熱及び気化が行われない蒸着材料の部分及び蒸着材料が
存在しない部分に熱が不必要に伝達されることを防止することができる。
【００６３】
　一方、側壁３０２の外部に配置されたケーシング３５０は、各コイルＣ１，Ｃ２，．．
．Ｃｎで発生された熱が外部へ放射されることを防止し、これにより各コイルＣ１，Ｃ２
，．．．Ｃｎで発生された熱の大部分が側壁３０２を通じて蒸着材料２０に伝達されるた
め、熱損失を最小化できる。特に、蒸着源３００の側壁３０２と外部ケーシング３５０と
の間に形成される空間に断熱材を充填した場合、外部への熱放射がさらに效果的に防止さ
れ、全システム内における温度勾配が最小化される。
【００６４】
　また、ケーシング３５０を熱容量が大きいアルミニウム（Ａｌ）、ジルコニウム（Ｚｒ
）、シリコン（Ｓｉ）、又ははイットリウム（Ｙ）等の酸化物又は窒化物で形成すること
によって、さらに優れた断熱性を得ることができる。未説明符号３５０Ａは、各コイルＣ
１，Ｃ２，．．．Ｃｎに電源線を接続するためにケーシング３５０に形成された開口部で
ある。
【００６５】
　本実施形態における蒸着源の他の特徴が図６に図示されている。図６は、図５の線６－
６に沿って示した断面図であり、底部材３０３の下面に形成された溝３０３Ａ及びその溝
３０３Ａに収容されたコイルＣを図示している。溝３０３Ａは、底部材３０３の縦方向（
または幅方向）に形成され、多数の直線部及び隣接する二つの直線部を連結する多数の連
結部からなる。従って、単一のコイルＣが底部材３０３の全面に亘って配置される。コイ
ルＣの両端は電源（未図示）に接続されている。
【００６６】
　蒸着工程時には、前述した側壁３０２に設けられたコイルＣ１，Ｃ２，．．．Ｃｎの１
つと共に底部材３０３の溝３０３Ａに収容されたコイルＣにも電力が供給される（勿論、
加熱手段として作用する上部プレート３０１にも電力が供給される）。従って、底部材３
０３に隣接した位置にある蒸着材料２０にも、底部材３０３の溝３０３Ａに収容されたコ
イルＣで発生された熱が伝達される。
【００６７】
　このように、本実施形態における蒸着源では、蒸着が進むにつれて蒸着材料２０の高さ
が変化しても、電力が供給されるコイルを、蒸着材料２０の上部プレート３０１で発生さ
れる熱が伝達される部分に常に対応させることによって、加熱及び気化が行われない蒸着
材料の部分及び蒸着材料が存在しない部分に熱が不必要に伝達されることを防止すること
ができる。
【００６８】
　また、蒸着が進むにつれて蒸着材料の高さが変化しても、蒸着材料の表面と加熱手段と
の間の間隔を常に一定に維持せしめることによって、蒸着工程において蒸着材料の表面と
加熱手段との間の間隔変化による温度勾配の発生を防止でき、その結果、温度差による蒸
着厚さの変化を最小化し、均一な厚さの蒸着膜を得ることができる。
【００６９】
　また、側壁の外側に設けられたケーシングによって、側壁の周りに巻かれたコイルで発
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生された熱を外へ放射することが防止され、発生された熱の大部分が側壁を通じて蒸着材
料に伝達されるため、全システム内での温度勾配が最小化される。
【００７０】
　さらに、蒸着源の底部材に別途コイルを設けることによって、加熱手段から遠く離れた
蒸着材料（即ち、蒸着源の底部材の表面に隣接した蒸着材料）にも十分な熱が伝達され、
全ての蒸着材料を效率的に利用して均一な蒸着膜を得ることができる。
【００７１】
＜第４の実施形態＞
　図７は、本発明の第４の実施形態における蒸着源と基板との関係を概略的に図示した斜
視図であり、便宜上、蒸着源４００の内部構成は図示しない。
【００７２】
　本実施形態における蒸着源４００も、やはり一定の幅と長さを持つ上部プレート４０１
、側壁４０２、及び底部材からなり、上部プレート４０１には、その長手方向に開口４０
１Ａが形成されている。上部プレート４０１、側壁４０２、及び底部材によって形成され
る空間内には、有機電界発光素子の蒸着材料が収容される。
【００７３】
　本実施形態における蒸着源４００の特徴は、図７に図示したように、蒸着源４００の有
効蒸着長さ（即ち、蒸着に実際に寄与する上部プレート４０１の開口４０１Ａの長さＬ）
を、発光膜が形成される基板１２の幅ｂと同一か、又はそれよりも長く構成したことであ
る。
【００７４】
　図８ａは、図７に図示された蒸着源を４００によって、表面に発光膜が蒸着された基板
の初期状態を図示した平面図であり、上述のように構成された蒸着源４００を利用して基
板１２の表面に電界発光膜を蒸着した場合、上部プレート４０１の開口４０１Ａを通じて
放散された蒸着材料の蒸気は、基板１２表面の全幅に亘って均一に分散及び蒸着される。
【００７５】
　このように構成された蒸着源４００又は基板１２を基板１２の長手方向に移動させるこ
とによって、一層効果的な蒸着工程を実行することができる。即ち、蒸着源４００または
基板１２を、蒸着装置内で図８ａの矢印方向に水平移動（直線移動）させると、図８ａに
図示された電界発光膜が基板１２表面の長さ全体に亘って連続的に蒸着され、結局、基板
１２の全表面に均一した発光膜が形成される。図８ｂは、蒸着源４００または基板１２を
水平移動させた状態で発光膜の蒸着を完了した状態を図示した基板の平面図である。
【００７６】
　一方、上述した第１から第４の実施形態で説明された蒸着源１００、２００、３００、
及び４００は、上側部分と下側部分に分かれた内部空間を有し、その上側部分の断面積が
下部部分の断面積と同じ大きさで構成されている。従って、このような蒸着源では、上側
部分における材料蒸気の流速と下部部分における材料蒸気の流速は、ほぼ等しい。また、
蒸着源の上側部分の面積が広いことにより、内部の蒸着材料の熱損失が増大する。このよ
うな問題点を解決するために、本発明は、蒸着源の形態を変形させるものである。
【００７７】
　本発明に係る蒸着源の他の特徴は、蒸着源の上部部分に下部部分の断面積よりも小さい
断面積を持つ部分を形成したことである。図９ａ～図９ｄは、本発明に係る蒸着源のさま
ざまな形状を図示した断面図であり、本図面に図示された各蒸着源５００Ａ、５００Ｂ、
５００Ｃ、５００Ｄにおいて、開口５０１Ａ、５０１Ｂ、５０１Ｃ、５０１Ｄがそれぞれ
形成された上側部分の断面積は、下側部分の断面積よりも小さく構成されている。部分的
に断面積が異なっても、同じ管内を流動する流体の量はどの位置においても同一であり、
これにより断面積の小さい部分での流速は、断面積が大きい部分での流速よりも高速にな
る（ベルヌーイの定理）。
【００７８】
　その結果、図９ａ～図９ｄに図示された蒸着源５００Ａ、５００Ｂ、５００Ｃ、５００
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Ｄで、開口を通じて蒸着材料の蒸気が放散される直前において、断面積の小さい上側部分
を通過する蒸気の流速は、蒸着源の下側部分での流速より速くなり、これによって蒸気（
気化された蒸着材料の分子）の運動エネルギーが増大するため、基板上に形成される蒸着
膜の密度と均一性を向上させることができる。また、蒸着材料の蒸気が放散される上側部
分の断面積が小さいことによって、外部への熱損失を最小化でき、環境温度の変化のよう
な外部の干渉によって影響されない蒸着源が実現される。
【００７９】
　一方、本発明では、石英に比べて熱容量の大きな材料、例えば、アルミニウム（Ａｌ）
、ジルコニウム（Ｚｒ）、シリコン（Ｓｉ）、イットリウム（Ｙ）の酸化物もしくは窒化
物、または上記材料の少なくとも２種類からなる複合材料が、蒸着源の材料として用いら
れている。このような金属の酸化物又は窒化物は、蒸着材料である有機物質よりも熱容量
が大きく（約３：１以上）、これにより蒸着源の断熱性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】一般的な有機電界発光素子蒸着装置の概略的な断面図である。
【図２】図１に図示された蒸着源の上部プレートと蒸着材料と間の間隔間隔変化を図示し
た断面図であり、（ａ）は工程が進む前、（ｂ）は工程が進んだ後の状態を示すものであ
る。
【図３】本発明の第１の実施形態における蒸着源を示す図であり、（ａ）は断面図、（ｂ
）は（ａ）の部分詳細平面図、（ｃ）は工程が終了した後の（ａ）に図示された蒸着源の
上部プレートと蒸着材料との位置関係を図示した断面図である。
【図４】本発明の第２の実施形態における蒸着源の断面図である。
【図５】本発明の第３の実施形態における蒸着源の断面図である。
【図６】図５の線６－６に沿って示した断面図である。
【図７】本発明の第４の実施形態における蒸着源と基板との関係を概略的に図示した斜視
図である。
【図８】図７に図示された蒸着源を利用して表面に電界発光膜を蒸着した基板の平面図で
あり、（ａ）は初期状態、（ｂ）は蒸着源（または、基板）を移動させて蒸着を完了した
状態を示すものである。
【図９】本発明の第４の実施形態における多様な形態の蒸着源の構成を図示した断面図で
ある。
【符号の説明】
【００８１】
　１０，１００，２００，３００，４００　蒸着源
　１２　基板
　１３　チャンバー
　１４　熱絶縁構造体
　２０　蒸着材料
　１１Ａ、１０１，２０１，３０１，４０１　上部プレート
　１１Ｄ、１０２，２０２，３０２　側壁
　１１Ｅ，１０３，２０３，３０３　底部材
　１０１Ａ，２０１Ａ，３０１Ａ，４０１Ａ　蒸気放出開口
　１０１－１　突起部
　１０２－１，３０３Ａ　溝
　１０４，２０４，３０４　遮蔽板
　Ｃ１，Ｃ２，．．．Ｃｎ　コイル
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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